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認証評価の概要 

 

 

１．認証評価とは 

 

認証評価とは、国公私立の全ての大学、短期大学、高等専門学校（以下「大学等」）が、

定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関（認証評価機関）による評価を受ける制

度である。 

その目的は、各大学等における教育研究活動等の質を保証し、質の改善・向上に資する

ために、認証評価機関が定める大学評価基準に基づく定期的な評価を受け、その結果を社

会に向けて明らかにすることをねらいとしている。 

認証評価には、以下に示す２種類があり、2002 年の学校教育法改正により、2004 年度以

降、すべての大学等は７年以内ごとに、専門職大学院は５年以内ごとに、認証評価機関に

よる評価を受けることが義務づけられている。 

① 大学の教育研究等の総合的な状況についての評価（機関別認証評価） 

② 専門職大学院の教育課程、教育組織その他教育研究活動の状況についての評価

（専門分野別認証評価） 

このうち、機関別認証評価は、2011 年度から第２サイクルに入っており、2018 年度から

第３サイクルに入る。 

 

＜参考＞ 認証評価の法的根拠：学校教育法第 109 条 

 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、当該大学の教育及び研究、組

織及び運営ならびに施設及び設備（以下「教育研究等」という。）の状況につい

て自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、7

年以内ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）

による評価（以下「認証評価」という。）を受けるものとする。 

 専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専門職

大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他

教育研究活動の状況について、5 年以内ごとに、認証評価を受けるものとする。

 認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（認証評価機関が定める基

準）に従って行うものとする。 

 

２．認証評価の特徴 

 

① 教育評価が中心：大学における教育活動の重要性を鑑みる 

② 各大学の目的や目標を踏まえた評価：各大学の個性を伸ばす 

③ 自己点検・評価に基づく評価：各大学の教育研究活動等の個性化や質的充実に向けた

大学の主体的取組を支援・促進する 
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④ 大学の教職員等の有識者によるピア・レビューを中心とした評価：大学の状況を適切

に評価する 

 

 

３．大学機関別認証評価を行う認証評価機関及び各機関の評価基準 

 

大学評価基準（認証評価機関が定める基準）は、認証評価機関が行う大学評価の基準に

なるとともに、大学がその教育研究等の水準の維持・向上を図るための指針となるもので

ある。各認証評価機関における機関別認証評価の概要は、表１のとおりである。 

 

表１ 各認証評価機関が定める大学評価基準（平成 28 年度） 

大学改革支援・学位授与機構 大学基準協会 日本高等教育評価機構 

基準１ 大学の目的 

基準２ 教育研究組織 

基準３ 教員及び教育支援者 

基準４ 学生の受入 

基準５ 教育内容及び方法 

基準６ 学習成果 

基準７ 施設・設備及び学生支援 

基準８ 教育の内部質保証システム 

基準９ 財務基盤及び管理運営 

基準 10 教育情報等の公表 

１ 理念・目的 

２ 教育研究組織 

３ 教員・教員組織 

４ 教育内容・方法・ 

成果 

５ 学生の受け入れ 

６ 学生支援 

７ 教育研究等環境 

８ 社会連携・社会貢献

９ 管理運営・財務 

10 内部質保証 

基準１ 使命・目的等 

基準２ 学修と教授 

基準３ 経営・管理と 

財務 

基準４ 自己点検・評価

 

（注）大学はこれに自ら

の使命・目的に即した

独自の「基準」等を加

えることができる。 

 

評価にあたって、以下の２点が重視される。 

 

① 学校教育法や大学設置基準等の法令要件が遵守されているか。 

② 理念・目的、教育目標を達成するために大学がどのような努力をしているか、それが

どの程度達成されているか。（しばしば「達成度評価」と呼ばれる。） 

 

 

なお、大学改革支援・学位授与機構では、平成 24 年度より「大学機関別選択評価」とし

て、以下の選択評価事項について認証評価とは別に同機構が独自に行う第三者評価として

実施している。 

 

選択的評価事項 A： 研究活動の状況 

選択的評価事項 B： 地域貢献活動の状況 

選択的評価事項 C： 教育の国際化の状況 
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４ 大学機関別認証評価のスケジュール 

 

各認証評価機関における機関別認証評価のスケジュール概要は、表２のとおりである。 

 

表２ 各認証評価機関における機関別認証評価スケジュール 

 大学改革支援・学位授与機構 大学基準協会 日本高等教育評価機構 

受

審

前

年

度 

５～６月 

大学機関別認証評価等に関

する説明会、自己評価担当者

等に対する研修会 

４月 

大学評価実務説明会 
 
 

 

 

 

 

９月末 

申請 

１月中旬 

申請及び「点検・評価報告書」

「大学基礎データ」の草案等

の事前提出 

７月 

申請 

  ９月 
自己評価担当者等への研修 

受

審

年

度 

６月末 

「自己評価書」提出 

４月１日まで 

「点検・評価報告書」「大学

基礎データ」等の提出 

６月 

「自己点検評価書」等提出 

10～12 月 

訪問調査 
９～10 月 

実地調査 
９～12 月 

実地調査 
１月末 

評価結果（案）の通知 
（必要な場合は意見申立） 
 
 
 
 

12 月下旬 

大学評価結果（委員会案）の

通知 
（必要な場合は意見申立） 
 
 
 

１月下旬まで 

調査報告書案の通知 
（必要な場合は意見申立） 
 
２月中旬 

評価報告書案の通知 
（必要な場合は意見申立） 

３月下旬 

評価結果の確定及び公表 

３月 

「大学評価結果」の確定及び

公表 
（「期限付適合」「不適合」で

必要な場合は異議申立） 

３月末 

評価結果の確定及び公表 

備 

 

考 

○「大学評価基準を満たして

いない」場合 

評価実施年度の翌々年度ま

で 

追評価（任意） 

○「不適合」の場合 
翌年度あるいは翌々年度 

追評価（任意） 
○「期限付適合」の場合 
大学評価申請年度から３年

後まで 

再評価 

○「保留」の場合 
翌年度 

再評価 

 大学評価結果受領から３年

後まで 

「改善報告書」提出 

「適合」の認定を受けた翌年

度から３年以内 

「改善報告書」提出 
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５ これからの認証評価（第３サイクルに向けての留意点） 

 

 中央教育審議会大学分科会「認証評価制度の充実に向けて（審議まとめ）」（平成 28 年 3

月 18 日）において、認証評価制度の改善に向けた基本的な考え方が示された。これに基づ

き、文部科学省では、認証評価機関が大学を評価するにあたっての「共通評価基準」を追

加するとともに、新たに「重点評価項目」を省令で定め、平成 28 年 3 月 31 日付けで認証

評価機関及び各大学にも通知した。「重点評価項目」について、「大学評価基準に定める項

自のうち、内部質保証に関することについては、重点的に認証評価を行うものとすること。」

と明記された。 

また、これと並行して、各認証評価機関では、第３サイクルの認証評価（大学基準協会

は平成 30 年度から、大学改革支援・学位授与機構及び日本高等教育評価機構は平成 31 年

度から）の評価内容等の改訂作業を進めている。 

 特に、上記の審議まとめでは、大学設置基準等の法令適合性など最低限の質の確認のみ

ならず、大学の教育研究活動の質的改善を促す評価制度への転換がうたわれており、評価

内容に関する主な事項として以下のものが挙げられている。 

 

○ 内部質保証に関する評価 

大学の質保証においては、多様な大学が自ら掲げる目標に向けて教育研究活動を行う

中で、定期的な自己点検・評価の取組を踏まえた各大学における自主的・自律的な質保

証への取組（内部質保証）が基本であることから、各大学の自律的な改革サイクルとし

ての内部質保証機能が重要である。 

学内外からの関係者の参画を得ながら、組織体制の整備、実施方針に基づく定期的な

自己点検・評価の実施、自己点検・評価の結果等を改革・改善につなげる仕組みの確立

状況など、その取組が適切に行われ、有効に機能しているのかどうかなどの観点から評

価を行うことが考えられる。 

 

○ 三つのポリシーの評価 

三つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・

ポリシー）が一貫性・整合性あるものとして策定され、入学者選抜、教育の実施及び卒

業の各段階における目標が具体化されているかどうか、組織的な議論を重ねたうえで策

定されているかどうか、実施状況の検証も踏まえて改善されているかなどの観点から評

価を行うことが考えられる。 

 

○ 「大学による学生の学修成果の把握・評価」に関する評価 

学生が「何を身に付け、何ができるようになったか」という観点を重視して学生の学

修成果の把握・評価を行い、どのような評価に基づき大学として学位を授与したかにつ

いての説明を果たせるようにすることが重要であるため、これについて評価を行うこと

が有効である。また、学修成果と社会との接続の観点から、卒業者の進路状況について

評価を行うことも期待される。 


